
 

 

台風第１９号など頻発・激甚化する 

大規模災害等からの復旧・復興対策 

及び防災・減災対策等に関する要望 

全国市議会議長会は、令和元年度の重点要望として標記要

望を別記のとおり決定いたしましたので、政府及び国会に

おかれましては、特段のご配慮を賜りますよう強く要望い

たします。 
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台風第１９号など頻発・激甚化する大規模災害等からの 

復旧・復興対策及び防災・減災対策等について 

 

本年９月の台風第１５号、１０月の台風第１９号をはじめとする

累次の台風災害、平成３０年７月や令和元年８月の豪雨や土砂災害、

大阪府北部を震源とする地震、北海道胆振東部地震等の自然災害が

多発し、住民生活の安全・安心が脅かされる甚大な被害が発生した

ことから、防災・減災、国土強靱化の取組は喫緊の課題である。 

こうした災害から、国民の生命、身体及び財産を守るためには、

ハード・ソフト両面からの様々な防災・減災対策のより一層の推進

が急務となっている。 

よって、国においては、防災・減災対策の充実強化に向け、特に

下記の事項を実現されるよう強く要望する。 
 

記 
 
１ 災害復旧・復興支援対策の充実強化について 

(1) 被災自治体の災害復旧・復興対策に万全を期すため、災害復

旧・復興事業に要する経費の地方負担に対する支援措置の充実

強化を図ること。 

(2) 被災者が早期に自立した生活を送ることができるよう、災害

救助法に基づく支援及び被災者生活再建支援制度等の拡充を図

ること。また、被災者支援については、災害救助法や被災者生

活再建支援法、国の補助金の活用など、趣旨の異なる支援制度

が存在することから、被災者にとって分かりやすく、不公平感

を招かない制度設計を行うこと。 

(3) 被災自治体においては、災害救助法や被災者生活支援に関す

る業務、災害復興計画の策定・実行に対する業務が増大するた

め、中長期的な人的・技術的支援措置を講じること。 

(4) 広域災害では、地域によって被害状況や必要な復旧・復興対

策が異なることから、発生後、被害の全容を可及的速やかに把

握できる体制とシステムを確立すること。 

 



 

 

２ 各種災害からの避難対策の強化について 

洪水や土砂崩れなど各種災害の危険度や避難場所、避難経路など

を事前に正しく理解し、災害発生時においては適切に避難行動をと

れるよう、ハザードマップの活用を含めた防災知識の普及と啓発の

一層の強化を図ること。また、地方自治体による適時的確な避難勧

告等の発令に資するため、災害予測システムなどの新技術の開発・

導入に係る十分な財政支援措置を講じること。 

 

３ 地震・津波・火山噴火対策等の充実強化について 

(1) 国土強靱化基本法、南海トラフ地震や首都直下地震等に係る

特別措置法など災害関連諸法に基づく施策を着実に推進するこ

と。特に、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」

の確実な実施を図ること。 

(2) 地震、津波及び火山噴火による被害を最小限にするため、観

測・監視体制の強化を図ること。 

(3) 地震による建築物の倒壊から国民の生命を守るため、建築物

の耐震診断・耐震改修に係る財政支援措置や技術力の確保に関

する取組の充実強化を図ること。 

 

４ 台風・集中豪雨・豪雪対策等の充実強化について 

(1) 頻発・激甚化する台風や集中豪雨などによる被害を防止・軽

減するため、ハード・ソフト対策を連携させた水害・土砂災害

対策、山地災害対策等の推進及び気象観測体制の強化を図るこ

と。 

(2) 浸水被害により発生した災害廃棄物については、被災市町村

等が実施する災害等廃棄物処理事業の対象に半壊以下の家屋も

加えるなど、制度の見直しを図ること。 

(3) 災害に伴って発生した漂流・漂着物や海底の堆積物の回収・

処理については、国の費用負担により実施すること。 

(4) 豪雪被害に係る除排雪経費の所要額の確保や地域除排雪体制

の整備など各種雪害対策の充実強化を図ること。 

 

 



 

 

５ 防災・安全に資する社会資本整備事業への支援について 

(1) 緊急防災・減災事業債制度を恒久化するとともに、元利償還

金に対する交付税措置の充実、対象事業の拡大を図ること。 

(2) 地方自治体が計画的に社会インフラ等の防災・減災対策、老

朽化対策などの事業を執行できるよう、防災・安全交付金及び

公共施設等適正管理推進事業債の所要額の確保など十分な財源

を確保するとともに、期間の延長を図ること。 

(3) 社会インフラ等の老朽化対策について、ハード・ソフト両面

からその全体像を財源調達方法や財源規模を含めて明確にし、

自由度の高い交付金の創設など、総合的・計画的な対策の推進

を図ること。 

(4) 激甚化する集中豪雨の発生頻度が高まっている近年の状況と、

台風被害によって広域的に多数の堤防が決壊、河川が氾濫した

事態に鑑み、治水計画や堤防の強度等に係る基準の検証・見直

しを図ること。 

(5) 堤防等の治水に係る基盤整備を着実に推進するため、十分な

財源措置を講じること。その際、地方に対する財政支援につい

て、十分に配慮すること。 

(6) 大型で強い台風による暴風などに備え、送電・配電施設の強

靱化、非常用電源対策の強化に事業者とともに国は取り組むこ

と。また、ライフラインの停止や復旧活動の状況、復旧見込み

等の情報について、国、ライフライン事業者、地方自治体が共

有し連携して対策が講じられるよう、対応策を検討するととも

に、指定公共機関である事業者への指導に努めること。 

 

６ 消防防災体制の充実強化について 

(1) 地方自治体の消防防災体制の一層の充実を図るため、消防防

災施設・設備整備に対する財政措置を拡充すること。 

(2) 地域の防災力の強化を図るため、消防団の装備の充実や団員

の待遇改善等に対する財政措置を拡充すること。 

 

 

 



 

 

７ 医療救護体制の充実強化について 

災害発生時に入院患者の安全の確保や被災者に対する適切な医

療を提供するため、医療機関の耐震化や医薬品・資機材の整備、医

療救護に係る人材育成・確保など医療救護体制の充実強化を図るこ

と。 

 

８ 原子力発電所の安全・防災対策の充実強化について 

東京電力福島第一原子力発電所事故の原因や対応の検証結果を

踏まえ、速やかに万全の安全対策及び防災対策の強化を図ること。 



 


